
平
成
二
十
四
年
二
月
九
日
提
出

質

問

第

五

八

号

米
国
に
於
け
る
「
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
」
に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

市

早

苗
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米
国
に
於
け
る
「
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
」
に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
国
で
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
期
間
に
つ
き
、
最
初
の
認
可
期
間
が
四
十
年
、
そ
の
後
は
二
十
年
毎
に
更
新
が
可
能
で

あ
り
、
最
長
六
十
年
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

原
子
力
発
電
所
の
認
可
更
新
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
認
可
更
新
規
則
に
基
づ
く
技
術
上
の
審
査
と
環
境
保
護
規
則（��

C
F
R
P
a
rt

��

）
に
基
づ
く
環
境
影
響
審
査
が
、
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
認
可
更
新
申
請
者
は
、
プ
ラ
ン
ト
の
経
年
変
化
の
影
響
評

価
と
そ
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
た
技
術
文
書
を
Ｎ
Ｒ
Ｃ
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ン
ト
の
運
転
期
間
を
二
十
年
延

長
し
た
場
合
の
環
境
影
響
評
価
報
告
書
を
提
出
す
る
。
認
可
更
新
を
申
請
で
き
る
期
間
は
、
運
転
認
可
の
有
効
期
限
が
切
れ
る

五
年
前
ま
で
で
、
認
可
更
新
申
請
者
は
、
認
可
更
新
規
則
に
基
づ
い
て
抽
出
し
た
構
造
物
や
機
器
に
つ
い
て
総
合
プ
ラ
ン
ト
評

価
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
と
時
間
限
定
経
年
劣
化
解
析
（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ａ
）
を
実
施
し
、
公
衆
お
よ
び
プ
ラ
ン
ト
作
業
員
の
安
全
と
健
康
を
確

保
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
日
本
で
は
、
野
田
内
閣
が
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
に
「
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を

改
革
す
る
た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
）
を
閣
議
決

定
し
、
同
法
律
案
は
、
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
、
「
最
初
に
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
日
か
ら
起

一



算
し
て
四
十
年
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
期
間
満
了
に
際
し
て
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
「
二
十
年
を
超
え
な

い
期
間
」
を
限
度
と
し
て
、
「
一
回
に
限
り
」
延
長
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
質
問
を
す
る
。

一

「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
の
中
で
、
「
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
の
延
長
」
に
係
る
規
定
を
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
、
米
国
の
認
可
期
間
や
認
可
更
新
規
則
は
参
考
に
さ
れ
た
の
か
否
か
。

二

前
問
に
つ
き
、
仮
に
米
国
の
規
則
を
参
考
に
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
評
価
で
き
る
点
と
評
価
で
き
な
い
点
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理

由
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三

細
野
�
志
原
発
事
故
担
当
大
臣
が
、
日
本
の
原
子
炉
運
転
可
能
期
間
を
「
二
十
年
を
超
え
な
い
期
間
」
を
限
度
と
し
て
延

長
可
能
と
す
る
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
の
規
定
に
関
し
、
「
相
当
厳
し
い
と
い
う
の
が
大
前
提
」
と
発
言
さ
れ
た

旨
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
は
、
延
長
認
可
を
「
例
外
的
」
な
対
応
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

米
国
で
は
、
昨
年
末
ま
で
に
七
十
一
基
の
プ
ラ
ン
ト
が
更
新
認
可
済
み
で
あ
り
、
現
在
十
四
基
が
審
査
中
で
あ
る
。
多
く

の
プ
ラ
ン
ト
が
「
六
十
年
間
の
運
転
」
を
行
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
米
国
の
現
状
に
つ
い
て
、
安
全
上
の
リ
ス
ク
が
高
い

状
態
だ
と
考
え
る
の
か
否
か
。

二



四

米
国
で
は
、
最
初
の
認
可
期
間
で
あ
る
四
十
年
経
過
後
も
、
二
十
年
毎
に
更
新
を
可
能
と
し
て
お
り
、
原
子
炉
の
運
転
期

間
を
最
長
六
十
年
と
は
限
定
し
て
い
な
い
。
将
来
、
二
度
目
の
更
新
が
認
可
さ
れ
て
「
六
十
年
を
超
え
て
運
転
す
る
」
こ
と

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
の
か
否
か
。
日
本
政
府
と
し
て
の
技
術
的
知
見
を
含
め
て
回
答
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


